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活動内容（分科会）のご紹介
No 分科会名 概要

1 コンプライアンス
• 業務横断的なトピック（金融規制全般、コンプライアンス、eKYC、データ、プラ
ットフォーム）に関する勉強・検討

• 金融庁とのFintech時代のオンライン取引研究会に出席

2 API・セキュリティ • APIおよびセキュリティに関する研究・検討
• 全銀協・FISC・経産省等でのAPI検討会に出席

3 キャッシュレス
（決済・電子レシート）

• 決済に関する課題検討、キャッシュレス推進協議会に出席
（経産省での割販法小委員会、カードAPI検討会等に参加）

• 電子レシート推進および会計・納税の環境整備について検討
（経産省の電子レシート実証実験に参加）

4 送金 • 送金、資金移動に関する課題検討、環境整備の検討
5 融資 • 新たな融資ビジネスモデル向けた検討、環境整備の検討
6 投資資産運用 • Fintechに即した課題検討及び他団体との連携
7 保険 • InsTechに関する検討・勉強会、環境整備に関する検討

8 キャピタルマーケッツ • 日本の発行体が資本市場において抱える課題を新しいテクノロジーで解決検討。
ICO・トークンセールに関する勉強・検討
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問題の背景
l 2018年の改正銀行法施行により、預金口座への決済指図等を行える銀行APIに接続する電子決済等
代行業者が新たに登録制となった。これにより、自身では利用者の資金を預からず、銀行に指図
を取り次いで、電子的に決済や送金を可能とするFintechサービスの提供が可能となり、事業者の
参入が進む見込みである

l これにより、旧来の金融機関側のために業務を実施する代理業者のように、金融機関の目線で利
用者に金融商品/サービスを販売するのではなく、利用者の選択を補助し、利用者にとって、より
内容/条件の良いサービス享受を可能にすることが可能である

l 利用者のためにそのデータを扱うFintech事業者としては、利用者に対して、決済のみならず、他
の金融サービス（融資、預金等）を利用する・金融商品・保険を購入する場面でも業務を提供し、
利用者にデータ利活用による成果を還元できるはずである

l しかし、例えば、銀行業務との関係でも現状では媒介・取次概念が依然としてあいまいで、銀行
代理業に該当するという解釈が広く適用される場面が存在する。また、貸付には利用者のために
貸付の媒介を行うためには、貸金業法の適用があり、銀行法とは全く別の行為規制を遵守する必
要が生じている

l さらに、金融商品取引法、保険業法といった銀行以外の金融機関を規制する法令との関係でも、
金融機関のためのサービスを特に意識した代理・媒介に関する規制が多くあり、利用者側でサー
ビスを提供するFintech事業者が、横断的にサービスを展開することに制約がある

1 「利用者のために」サービスを行う事業者に対し
様々な金融機関への接続を可能とするための横断的な制度創設

Fintech事業者の要望事項
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金融機関の委託 利用者の委託
預金 銀行代理業 ？

為替取引 銀行代理業 電子決済等代行業
貸付 銀行代理業 貸金業

金融商品 金融商品仲介業 1種/投資代理・助言業
保険 保険代理店 保険仲立人

電子金融代行業？

電子金融代行業？
電子金融代行業？

電子金融代行業？
電子金融代行業？

Fintech事業者の要望事項

Fintech事業者の要望事項
1. 銀行業も含む全ての金融規制の及ぶ金融機関との関係では、今後利用者の委託を受けて、預金の
預け入れをする、あるいは銀行ローン申込、金融商品、保険商品購入といった指図を取り次ぐ場
合にも、電子決済等代行業とできる限り同様の枠組みに沿って同一ライセンスで可能とする法制
としていただきたい。電子決済等代行業者からの業務範囲拡大による行為規制の付加は、利用者
のために事業を行うことを勘案し、最小限のものにとどめて頂きたい

2. 金融機関が自ら必要な説明や他の行為規制を満たすことを前提に、Fintech事業者が取扱う情報を
金融機関へ電子的に連携する場合（申込の補助行為等）や、利用者への金融商品の情報提供/広告
配信を行う場合に、「媒介」に該当しない範囲の明示が望まれる。「媒介」に該当する場合を、
具体的な行為ごとにガイドライン等で明確化することをお願いしたい

1 「利用者のために」サービスを行う事業者に対し
様々な金融機関への接続を可能とするための横断的な制度創設
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Fintech事業者の要望事項
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2 ベースとなる登録の共通化と機能ごとの届出を可能とするための横断的な
制度創設

問題の背景
l Fintechでは、利用者のニーズにあわせてサービスが設計されるため、複数の業態をまたぐ形でサービ

ス提供している会社が多く見受けられる
（例: プリカ（前払）×資金移動、プリカ（前払）×クレカ（信用購入あっせん）、資金移動×貸金）

l 規制が複数となる場合には、それぞれごとに登録等を取得する必要がある
l 事業者が複数登録を得て横断的なサービスを提供しようとした場合、それぞれの所管部署に対して一

から登録申請を行い、登録審査を受け、さらにその後の監督/モニタリングを業法ごとに対応する現
状は、負担が大きい。とりわけ大企業であれば負担を甘受しうる場合もあるものの、特にベンチャー
にとっては極めて負担が大きい

Fintech事業者の要望
l 例えば、資金決済法及び貸金業法上の登録、電子決済等代行業者の登録などにおいて、態勢整備にお

いて共通する部分は共通の登録とし、機能追加の際に個別の届出で足りるような法制は考えられない
か

l また、監督の場面においても、複数の部局との関係で業法ごとに説明するのではなく、主担当とされ
る部局による一括しての検査・モニタリングが望ましい

l 諸外国のアクティビティベースの規制体系を参考にしていただきたい
l 加えて、例えば、犯収法、外為法、国外送金等調書法の平仄が取れていないなど、類似する行為義務
が課されている者の、根拠法等の違いにより生じている事業者負担を軽減できないか
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Fintech事業者の要望事項
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問題の背景
l 資金移動業者には上限規制があり、100万円超の送金の取扱いができない
l 海外送金者では、100万円超の送金ができれば資金移動業者を利用したい人も5割半ばであ
り、また、利用者は国内・国外送金共に増加傾向である（日本資金決済業協会「送金サー
ビスに関する調査【2018年】」）。一方で、認定協会が対応した資金移動業者への苦情は
年27件、紛争は年間1件と僅少である（日本資金決済業協会「平成28年度事業報告」）

l 特にクロスボーダーで資金移動業の登録を行う事業者からは、送金金額について上限が課
せられている日本の規制は特異であるとの声があがっている

Fintech事業者の要望
l 上限規制の撤廃又は緩和を求める
l 各事業者から送金ニーズとして挙げられている内容と金額については次頁のとおり

3 資金移動業における上限規制の緩和
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Fintech事業者の要望事項
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3 資金移動業における上限規制の緩和

日本の決済事業者におけるニーズ（実例）

l ヤフオク!における100万円を超える
取引
⇒全体の取り扱いの約１％（決済額
ベース）

l 出品例

l CtoCサービスにおいても相当程度の
ニーズあり
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Fintech事業者の要望事項
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3 資金移動業における上限規制の緩和

100万円相当以上の送金目的（実例）
（海外における実例・海外大手送金事業者）

不動産関連

（家賃支払い、不動

産購入費など）…

投資

10%

個人間…

中小企業間

の送金

12%

商品購入時の

支払い

10%

個人的な相続

5%

その他

25%

個人間の送金が多いものの、
銀行から優遇レートを
受けられないスタートアップ企業や、
中小企業の送金ニーズも多い

420450

ユーロ圏からの

送金（億円）

100万円以上
100万円以下

500520

アメリカからの

送金（億円）

100万円以上
100万円以下

330297

イギリスからの

送金（億円）

100万円以上
100万円以下

海外での送金実績（ひと月当たり）
※2018年1月～9月までのデータから平均値を算出

欧米では、送金金額の半分近くが100万円以上の送金



Fintech Association
Copyright©2018Fintech Association Of Japan All RightsReserved. 

Fintech事業者の要望事項
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3 資金移動業における上限規制の緩和

CtoCやBtoCサービスにおけるニーズ

l 中古車販売
l 中古ブランド品
l 不動産の購入資金
l 不動産ローンの支払
l 不動産の家賃の支払
l 留学費用
l 学費や留学中の資金

l クラウドソーシングの報酬
l Amazon等のECサイトで販売事
業者として販売し、ECサイトを
通じて入金される代金

l Airbnbから入金される宿泊費
l クラウドファンディングの資金
l スタートアップ投資資金
l 請求書払い
l エスクロー代金
l 不動産ローンの支払
l 旅行会社と海外提携先の取引に
基づく支払

l 日本の中小メーカーの海外製造
費の支払

BtoBサービスにおけるニーズ

（Fintech協会会員企業からの送金
ニーズに関する回答をまとめたもの）
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問題の背景
l キャッシュレス化の促進に当たっては、チャージ（入金）をしやすく、また決済にも利用しやす
い、入金から決済・送金までを意識したサービス提供の推進も有効である

l プリカにチャージした電子マネーについて、例えば引越しやライフステージの変化によって利用
できなくなった場合に、「払戻しが原則として禁止される」という表現から、チャージをためら
う利用者がおり、チャージした金銭が返ってこないという誤解が決済手段の普及の阻害となって
いるケースがある

l また、前払式支払手段の払戻しが禁止されているために、一律に資金移動業のマネーにはチャー
ジができないと解されるなど、それぞれの規制の下で適切に発行・業務運営されているにもかか
わらず、決済手段間の移転が容易にできないことが、キャッシュレスの普及の阻害となっている

Fintech事業者の要望事項
l 利用者保護を図るという観点、及び決済手段としての信頼性を確保するという観点から、前払式

支払手段の払戻し禁止規制のあり方について検討が必要と考える
l キャッシュレスを促進するという観点から、改めて、支払手段間のバリュー移転についての考え

方について検討が必要と考える

4 キャッシュレス・決済手段の利用推進に関する制度整備



Fintech Association
Copyright©2018Fintech Association Of Japan All RightsReserved. PAGE. 11

５ 短期・少額の事業性融資の金利規制の緩和

問題の背景
l 中小企業は手元資金が厚くないため以下のような急な需要拡大があっても対応しづらい

– TV・大手メディア等で取り上げられて発注が数十倍になったが、手元資金がなく仕入の発注を行うことがで
きず、そうしている間にブームが収まり結局売上増の機会を失った

– 具体的な工事の発注を受けようとする工事業者/大工が、手許資金がなく職人を雇えないまま失注してしまう
– 地方圏から都市部に出店しようとしたところ、たまたま空いている人気ビルの一フロアが見つけたが、申込に
は資金払込が必要となった。しかし、既存の金融業者の融資審査が間に合わず、事業機会を喪失する

l 現状では、利息制限法の定める15～20%の上限金利以上での融資が禁止されているため、例えば、500万
円の仕入れ資金を上限金利15%/年で、2週間貸し付けたとすると、金利収入は約3万円にとどまる

l このため、融資を行う事業者としては、貸倒リスク、融資事務コストを考慮した場合に費用対効果が合
わず、スモールビジネスにおける運転資金調達を求める事業者の声（毎月貸付額の2～4%を超える金利が
生じる、数週間～数か月程度の短期融資）の要望に応えられない

Fintech事業者の要望
l 中小企業が、資金を調達する場合に、短期・少額でスピーディに融資してくれるサービスを提供するこ
とにより、スモールビジネスが商機を拡大できることが求められている

l Fintechの活用によって「データを使ったスピーディな与信審査」ができ、かつ「データを使ったリアル
タイムなモニタリング」によりリスク管理が可能となってきており、これと金利規制の緩和を組み合わ
せることで、スピードと費用対効果という課題を解決したスモールビジネスへの運転資金供与が可能に
なる

l 事業者への貸付に限定して、かつ、短期・少額の事業性融資に限定して、金利規制を緩和（年率50%以
上）をお願いしたい

Fintech事業者の要望事項
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l 現行の労働基準法施行規則では、従業員への賃金は、現金以外には預金口座又は証券口座にのみ支払可能とされ
ている。しかし、銀行等での口座開設が困難な方でも金融サービスが受けられるようにできることは重要であり、
ペイロール・カードやスマートフォンでの決済・送金を提供する資金移動業者が開設する口座への給与の支払を
認めることが妥当と考えられる

l 現在厚生労働省・東京都が行っている、資金移動業者への口座への給与を払込みを可能とするペイロールの議論
の後押しをお願いしたい

6 ペイロールの規制緩和

l 大規模な金融機関グループ、大手IT企業グループだけでなく、非上場のFintech企業でも、例えば業規制ごとに子会
社を設立することが多い。利用者があるグループの複数のサービスを利用しようとした際に、会社ごとに同じ方
法で繰り返して本人確認を行い、マイナンバーを提出することを求めても、利用者の利便を損ねてしまう

l 一定の有効期限、範囲（例えば一定の企業グループ内に限定）を設けた上、他事業者（銀行やクレジットカード
会社以外でも）による本人確認手続の結果を確認することで、本人確認やマイナンバーを重ねて提出することは
不要としていただきたい

7 本人確認結果の相互利用緩和

l 現在、トークンを発行するブロックチェーンビジネスは多くの場合、仮想通貨規制に該当すると解釈される一
方、仮想通貨規制が適用される外延に不明確な部分が大きいため、このようなビジネス提供が困難となってい
る。しかし、今後のブロックチェーンを活用するビジネスにおいて、資金調達を目的としないが、「トークン」
を発行する仕組みを利用することも考えられている

l 金融規制が適用されるもの、適用されないものを明確化していただき、金融規制に該当するトークンもその内
容・リスクに応じたものとしていただきたい

8 ブロックチェーンビジネスと金融規制との関係性の明確化

Fintech事業者の要望事項



Fintech Association
Copyright©2018Fintech Association Of Japan All RightsReserved. 

金融APIの先行ケースとしての
銀行APIの進捗状況及び課題
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背景
■ 金融データの流通・活用によるオープン・イノベーションの先行的事例として、銀行APIのケースが
挙げられる。

■ 改正銀行法において「電子決済等代行事業者」という新類型を追加、データ利用側の登録制導入と、
データ開放側の努力義務を定め、金融データの流通の先行事例となっている。

現状・進捗
■ API接続は、ベネフィットとリスクを考慮して「1.契約書」を締結し、「2.セキュリティチェックリ
スト」に従ってチェックを行った上で、「3.電文仕様」に沿って開発するという流れになる。

■ 多数の接続業者と多数の銀行が、上記の流れで（かつ効率的に・品質を担保しながら）接続してい
くためには、1~3についての一定の標準化が重要となる。

■ また、API接続にあたっての接続料については、ベンチャー企業でも接続しやすく、オープン・イノ
ベーションが促進される水準になっているかという観点が重要となる。

課題・残論点
■ 1~3のいずれについても、既に全国銀行協会及びFISC（金融情報システムセンター）によって標準
化が進められている。しかし、契約書の雛形や、セキュリティチェックリストの雛形から独自の変
更が行われるケースが散見される状況であり、注視が必要である。

■ また、API接続料水準についても、API接続が順調に進展することが期待できる水準となっているか、
注視が必要である。

■ これらの銀行における先行事例については、保険・証券やクレジットカード等の他の金融分野への
援用（及び、それによる時間コストの節約）が期待されよう。

■ その際は、標準化に時間をかけるあまりの本末転倒（イノベーションを牽引するユースケースの登
場が、標準化を待つがために遅れる）は避けるべきである。まずはスクレイピングで、ユースケー
スの実現が可能な場合は、（一定のセキュリティ水準を前提とした上で）否定するべきではない。
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